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産業廃棄物処理業の許可の取消しについて（通知） 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下｢法｣という。）   

第１４条の３の２の規定により、下記のとおり産業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので

通知します。 
記 

１（１）被処分者 

    所 在 地    兵庫県加古川市加古川町北在家３７２番地の６ 
   氏  名    有限会社アイヨ 
  代 表 者    代表取締役 塩谷 文博 

（２）許可内容 
許可の種類   産業廃棄物収集運搬業      

許可の番号   第０１２０００１５１２５０号   
許可年月日   平成２９年７月６日      
事業の区分   収集・運搬（積替・保管を除く。） 

（３）処分年月日   令和元年８月２０日 

（４）行政処分の内容 許可の取消し 

（５）行政処分の理由 

有限会社アイヨは、令和元年５月８日付けで神戸地方裁判所姫路支部において、 

破産手続開始の決定を受けた。 

この事実により同社は、法第１４条の３の２第１項第４号に規定する法第１４条 

第５項第２号イ（法第７条第５項第４号イ）に該当した。 

   

２（１）被処分者 

    所 在 地    千葉県八千代市上高野４３４番地１０ 
   氏  名    有限会社石川工業所 
  代 表 者    代表取締役 石川 正幸 

（２）許可内容 
許可の種類   産業廃棄物収集運搬業 

許可の番号   第０１２０００７５５５４号 

許可年月日   平成２８年９月２７日 
事業の区分   収集・運搬（積替・保管を除く。） 

（３）処分年月日   令和元年８月２０日 

（４）行政処分の内容 許可の取消し 

（５）行政処分の理由 



有限会社石川工業所は、平成３１年３月２９日付けに千葉簡易裁判所において、 

法違反（１６条の２（焼却禁止）違反）により、罰金１０万円の刑の言渡しを受け、

同年４月２６日に刑が確定し、同日付けで刑の執行が終了した。 

この事実により同社は、法第１４条第５項第２号イに規定する法第７条第５項  

第４号ハに該当するため、法第１４条の３の２第１項第１号に該当した。 

 

３（１）被処分者 

    所 在 地    東京都練馬区高野台二丁目４番１２号 
   氏  名    紙材開発株式会社 
  代 表 者    代表取締役 西内 向子 

（２）許可内容 
許可の種類   産業廃棄物収集運搬業      

許可の番号   第０１２０００１６１０２号   
許可年月日   平成２６年１０月２６日      
事業の区分   収集・運搬（積替・保管を除く。） 

（３）処分年月日   令和元年８月２０日 

（４）行政処分の内容 許可の取消し 

（５）行政処分の理由 

紙材開発株式会社の取締役は、東京地方裁判所立川支部において、同裁判所から 

禁錮以上の言渡しを受け、刑が確定した。 

この事実により同人は、法第１４条第５項第２号イに規定する法第７条第５項  

第４号ロに該当するため、同社は法第１４条の３の２第１項第４号に規定する   

法第１４条第５項第２号ニ（法人でその役員のうちに同号イに該当する者のあるもの）

に該当した。 
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